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主蒸気管（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）の耐震クラスについて 

 

1. はじめに 

耐震重要度分類において，主蒸気管（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）については，

耐震Ｂクラス，かつ，弾性設計用地震動Ｓｄに対して破損しないことの検討を行う，とし

ている。これに対して，「耐震重要度分類及び耐震評価の考え方・評価方針を整理して提示

すること。基準地震動Ｓ１の読み替えとして弾性設計用地震動Ｓｄを採用する考え方も併せ

て提示すること。」とのコメントがあった。 

本資料において，主蒸気管（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）の耐震重要度分類の

考え方について示す。 

 

2. 耐震クラス設定の考え方 

耐震重要度分類において，主蒸気管は，以下のクラス分類の規定に基づき，Ｂクラスに

分類している。 

「安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスの施設と比べ

小さい施設であって，原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，一次冷却材

を内蔵しているか又は内蔵し得る施設」 

さらに，主蒸気管（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）については，仮に破断した場

合に，一次冷却系から直接外部へ放射性気体（核分裂生成物）を放出する事象が引き起こ

される可能性があることに配慮して，弾性設計用地震動Ｓｄに対して破損しないことの検

討を行うこととした。 

 

設備の耐震上の重要度分類にあたって，ＪＥＡＧ4601・補－1984 重要度分類編において

検討した内容が整理されている。（図 1参照） 

この中で，「放射性物質に関連する設備の耐震重要度分類と被ばく線量」に関して，設備

単体が破損したときに全身 0.5 レム以上の被ばくを与えるものは基準地震動Ｓ１による機

能維持の確認を行うべき，としている。これにより，基準地震動Ｓ２による設備の同時破

損を想定しても，被ばく線量を「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやす

について」の目安線量に対して十分小さくすることができることになる。 

また，主蒸気管については，仮に原子炉格納容器外で破損した場合の被ばく線量は，小

児甲状腺 1.5 レム以下となることが当時の評価方法で得られており，基準地震動Ｓ１に対

し機能維持をする必要は必ずしもない。一方で，複数基立地の発電所で主蒸気管の同時破

損を想定すると，仮定の仕方により目安線量を超える場合もあり得るとして，主塞止弁ま

での部分は，基準地震動Ｓ１で破損しないことの確認を行っておくことが望ましいとして

いる。さらに，被ばく評価の基準が見直されたら，基準地震動Ｓ１に対する検討も再度見

直す必要があるとしている。 
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被ばく評価の基準に関しては，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」

（平成 2 年 8 月 30 日原子力安全委員会決定）で判断基準が示されている。主蒸気管（外

側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）については，破損時に上記審査指針に定められている

事故時の実効線量に関する判断基準（5mSv）を超えないという条件が満たされる必要があ

る。 

東海第二の原子炉設置変更許可申請書における主蒸気管破断時の評価結果によると，被

ばく量は 0.18mSv であり，上記の判断基準（5mSv）と比較して小さい。このことから，主

蒸気管は耐震Ｂクラスとすることは妥当である。一方で，主蒸気管（外側主蒸気隔離弁よ

り主塞止弁まで）が破断した場合，一次冷却系から直接外部へ放射性気体（核分裂生成物）

を放出する事象が引き起こされる可能性があることに配慮することとし，念のため，主蒸

管（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）を弾性設計用地震動Ｓｄで破損しないことの検

討を行うこととしたものである。 

 

以上のように，被ばく評価結果に基づき耐震Ｂクラスの妥当性を確認するとともに，放

射性物質の放出の可能性に配慮して弾性設計用地震動Ｓｄに対して破損しないことの検討

を行うこととしたものであり，基準地震動Ｓ１を弾性設計用地震動Ｓｄに読み換えたもので

はない。 

 

今後，主蒸気管（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで）について弾性設計用地震動Ｓｄ

作用時の評価が終了した段階で，評価結果を提示する。 
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図 1 ＪＥＡＧ4601・補－1984 重要度分類編（抜粋） 

 
 


